
（第１０条）

循環型社会の形成に関する施策
の総合的かつ計画的な推進

＜４　共通の施策＞ (1)調査の実施　（第３２条）　　　　　　　　　　　　　　　　　
(2)科学技術の振興　（第３３条）
(3)経済的措置　（第３４条）

「福島県循環型社会形成に関する条例」体系図

（第５条）
・環境への負荷が低減された生活様式・
　行動様式への転換が図られること

（第４条）
・再生可能な資源が再生可能な範囲で持続
　的に利用されること、及び地域内でのその
　利用が促進されること
・再生不可能な資源の消費が抑制されること
・廃棄物等の発生が抑制されること
・循環資源の循環的な利用が促進されること、
　及び適正な処分が確保されること

（第３条）
・大気、水、土壌、生物等の間の物質循環
　が健全に保全されること

循環型社会形成推進計画

１　自然循環の保全

２　適正な資源循環の確保等

３　心の豊かさを重視した賢い
生活様式・行動様式への転換

循
環
の
理
念

(1)森林の保全、整備等　（第１１条）
(2)持続性の高い農業生産方式の普及等　（第１２条）
(3)水産資源の適切な保存、管理等　（第１３条）
(4)健全な水の循環を保全するための総合的な管理　（第１４条）
(5)猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群における健全な水の循環の保全　（第１５条）
(6)野生動植物の保護　（第１６条）
(7)緑化の推進及び緑地の保全　（第１７条）
(8)自然再生の推進　（第１８条）
(9)県の工事等における健全な自然循環への配慮　（第１９条）

(1)資源及びエネルギーの消費の抑制　（第２０条）
(2)新エネルギー利用等の促進　（第２１条）
(3)環境への負荷を低減するための交通の円滑化　（第２２条）
(4)廃棄物等の発生の抑制及び循環資源の循環的な利用の促進　（第２３条）
(5)事業者による循環型社会の形成への取組の促進　（第２４条）
(6)環境物品等への需要の転換の促進　（第２５条）
(7)地産地消の促進　（第２６条）
(8)バイオマス製品の使用の促進　（第２７条）
(9)産業廃棄物の適正な処理　（第２８条）
(10)環境の保全上の支障の防止及び除去等　（第２９条）

(1)循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等　（第３０条）
(2)県民等の自発的な活動の促進　（第３１条）
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＜循環型社会とは＞
適正な資源循環が確保されること等により資源の消費及び
廃棄物等の発生が抑制され、自然循環が健全な状態に
保全された環境への負荷の少ない持続的な発展が可能
な社会（第２条）

・県の責務（第６条）
・事業者の責務（第７条）
・県民の責務（第８条）

目的 現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の
確保に寄与すること（第１条）

（前文）


